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令 和 ７ 年 第 ４ 回 薩 摩 川 内 市 議 会 定 例 会 

 

 

 

 

 

議 案 

 

 

 

 

そ の １ 

 

 

 

 



議 案  

番 号  
件               名  備   考  

１４２  
亀山地区コミュニティセンターの指定管理者の指

定について  
 

１４３  
可愛地区コミュニティセンターの指定管理者の指

定について  
 

１４４  
育英地区コミュニティセンターの指定管理者の指

定について  
 

１４５  
平佐東地区コミュニティセンターの指定管理者の

指定について  
 

１４６  
永利地区コミュニティセンターの指定管理者の指

定について  
 

１４７  
水引地区コミュニティセンターの指定管理者の指

定について  
 

１４８  
峰山地区コミュニティセンターの指定管理者の指

定について  
 

１４９  
滄浪地区コミュニティセンターの指定管理者の指

定について  
 

１５０  
寄田地区コミュニティセンターの指定管理者の指

定について  
 

１５１  
八幡地区コミュニティセンターの指定管理者の指

定について  
 

１５２  
高来地区コミュニティセンターの指定管理者の指

定について  
 

１５３  
城上地区コミュニティセンターの指定管理者の指

定について  
 

１５４  
陽成地区コミュニティセンターの指定管理者の指

定について  
 

１５５  
吉川地区コミュニティセンターの指定管理者の指

定について  
 

１５６  
湯田地区コミュニティセンターの指定管理者の指

定について  
 

１５７  
西方地区コミュニティセンターの指定管理者の指

定について  
 

１５８  
藤本地区コミュニティセンターの指定管理者の指

定について  
 

１５９  
野下地区コミュニティセンターの指定管理者の指

定について  
 

１６０  
倉野地区コミュニティセンターの指定管理者の指

定について  
 

 



１６１  
清色地区コミュニティセンターの指定管理者の指

定について  
 

１６２  
朝陽地区コミュニティセンターの指定管理者の指

定について  
 

１６３  
大馬越地区コミュニティセンターの指定管理者の

指定について  
 

１６４  
八重地区コミュニティセンターの指定管理者の指

定について  
 

１６５  
南瀬地区コミュニティセンターの指定管理者の指

定について  
 

１６６  
山田地区コミュニティセンターの指定管理者の指

定について  
 

１６７  
鳥丸地区コミュニティセンターの指定管理者の指

定について  
 

１６８  
藤川地区コミュニティセンターの指定管理者の指

定について  
 

１６９  
黒木地区コミュニティセンターの指定管理者の指

定について  
 

１７０  
上手地区コミュニティセンターの指定管理者の指

定について  
 

１７１  
大村地区コミュニティセンターの指定管理者の指

定について  
 

１７２  
轟地区コミュニティセンターの指定管理者の指定

について  
 

１７３  
藺牟田地区コミュニティセンターの指定管理者の

指定について  
 

１７４  
手打地区コミュニティセンターの指定管理者の指

定について  
 

１７５  
子岳地区コミュニティセンターの指定管理者の指

定について  
 

１７６  
西山地区コミュニティセンターの指定管理者の指

定について  
 

１７７  
内川内地区コミュニティセンターの指定管理者の

指定について  
 

１７８  
長浜地区コミュニティセンターの指定管理者の指

定について  
 

１７９  
青瀬地区コミュニティセンターの指定管理者の指

定について  
 

 

 



議案第１４２号 

亀山地区コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

 

亀山地区コミュニティセンターの指定管理者を次のとおり指定する。 

 

令和 ７ 年１１月２５日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

１  指定管理者に管理を行わせる施設 

亀山地区コミュニティセンター 

２ 指定管理者に指定する団体 

亀山地区コミュニティ協議会 

３ 指定する期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

薩摩川内市地区コミュニティセンター条例第３条の規定により、指定管理者と

して亀山地区コミュニティセンターの管理を行わせている亀山地区コミュニティ

協議会の指定期間が、令和８年３月３１日満了することとなるので、新たに指定

管理者を指定したいが、これについては、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが本案提出の理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142－１ 



参 照 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２ 略 

２～４ 略 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、 

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７～１１ 略 

 

 

 

 

 

参  考  

 

亀山地区コミュニティ協議会の概要 

 

１  所  在  地   薩摩川内市五代町１７１１番地１ 

２ 設立年月日  平成１７年４月２４日 

３ 目   的   亀山地区をコミュニティ範域とし、その活動拠点である亀山

地区コミュニティセンターを中心とした地区住民の総意に基づ

き住民及び各組織が連携協調して事業活動を展開して、地域を

活性化し「住み良いまちづくりを図る」ことを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142－２ 



議案第１４３号 

可愛地区コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

 

可愛地区コミュニティセンターの指定管理者を次のとおり指定する。 

 

令和 ７ 年１１月２５日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

１  指定管理者に管理を行わせる施設 

可愛地区コミュニティセンター 

２ 指定管理者に指定する団体 

可愛地区コミュニティ協議会 

３ 指定する期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

薩摩川内市地区コミュニティセンター条例第３条の規定により、指定管理者と

して可愛地区コミュニティセンターの管理を行わせている可愛地区コミュニティ

協議会の指定期間が、令和８年３月３１日満了することとなるので、新たに指定

管理者を指定したいが、これについては、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが本案提出の理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143－１ 



参 照 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２ 略 

２～４ 略 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、 

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７～１１ 略 

 

 

 

 

 

参  考  

 

可愛地区コミュニティ協議会の概要 

 

１  所  在  地   薩摩川内市御陵下町１２番３４号 

２ 設立年月日  平成１７年４月２３日 

３ 目   的   可愛小学校区をコミュニティ範域とし、その活動拠点である

可愛地区コミュニティセンターを中心として、可愛地区住民の

総意に基づき、住民及び各組織が連帯協調して事業活動を展開

し、地域の活性化を図ることを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143－２ 



議案第１４４号 

育英地区コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

 

育英地区コミュニティセンターの指定管理者を次のとおり指定する。 

 

令和 ７ 年１１月２５日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

１  指定管理者に管理を行わせる施設 

育英地区コミュニティセンター 

２ 指定管理者に指定する団体 

育英地区コミュニティ協議会 

３ 指定する期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

薩摩川内市地区コミュニティセンター条例第３条の規定により、指定管理者と

して育英地区コミュニティセンターの管理を行わせている育英地区コミュニティ

協議会の指定期間が、令和８年３月３１日満了することとなるので、新たに指定

管理者を指定したいが、これについては、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが本案提出の理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144－１ 



参 照 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２ 略 

２～４ 略 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、 

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７～１１ 略 

 

 

 

 

 

参  考  

 

育英地区コミュニティ協議会の概要 

 

１  所  在  地   薩摩川内市中郷三丁目１２１番地 

２ 設立年月日  平成１７年４月２４日 

３ 目   的   育英地区を範域とし、その活動拠点であるコミュニティセン

ターを中心として、地区住民の総意に基づき連帯協調して事業

活動を展開し、地域活動等の活性化を図ることを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144－２ 



議案第１４５号 

平佐東地区コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

 

平佐東地区コミュニティセンターの指定管理者を次のとおり指定する。 

 

令和 ７ 年１１月２５日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

１  指定管理者に管理を行わせる施設 

平佐東地区コミュニティセンター 

２ 指定管理者に指定する団体 

平佐東地区コミュニティ協議会 

３ 指定する期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

薩摩川内市地区コミュニティセンター条例第３条の規定により、指定管理者と

して平佐東地区コミュニティセンターの管理を行わせている平佐東地区コミュニ

ティ協議会の指定期間が、令和８年３月３１日満了することとなるので、新たに

指定管理者を指定したいが、これについては、地方自治法第２４４条の２第６項

の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが本案提出の理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

145－１ 



参 照 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２ 略 

２～４ 略 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、 

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７～１１ 略 

 

 

 

 

 

参  考  

 

平佐東地区コミュニティ協議会の概要 

 

１  所  在  地   薩摩川内市中村町６９８０番地４ 

２ 設立年月日  平成１７年３月３１日 

３ 目   的   平佐東地区を広域的コミュニティ範域とし、その活動拠点で

あるコミュニティセンターを中心として、平佐東地区住民の総

意に基づき連帯協調して事業活動を展開し、地域活動等の活性

化を図ることを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

145－２ 



議案第１４６号 

永利地区コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

 

永利地区コミュニティセンターの指定管理者を次のとおり指定する。 

 

令和 ７ 年１１月２５日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

１  指定管理者に管理を行わせる施設 

永利地区コミュニティセンター 

２ 指定管理者に指定する団体 

永利地区コミュニティ協議会 

３ 指定する期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

薩摩川内市地区コミュニティセンター条例第３条の規定により、指定管理者と

して永利地区コミュニティセンターの管理を行わせている永利地区コミュニティ

協議会の指定期間が、令和８年３月３１日満了することとなるので、新たに指定

管理者を指定したいが、これについては、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが本案提出の理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

146－１ 



参 照 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２ 略 

２～４ 略 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、 

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７～１１ 略 

 

 

 

 

 

参  考  

 

永利地区コミュニティ協議会の概要 

 

１  所  在  地   薩摩川内市百次町１０８６番地１ 

２ 設立年月日  平成１７年４月２日 

３ 目   的   永利地区を広域的コミュニティ範域とし、その活動拠点であ

るコミュニティセンターを中心として、永利地区住民の総意に

基づき連帯協調して事業活動を展開し、地域活動の活性化を図

ることを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

146－２ 



議案第１４７号 

水引地区コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

 

水引地区コミュニティセンターの指定管理者を次のとおり指定する。 

 

令和 ７ 年１１月２５日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

１  指定管理者に管理を行わせる施設 

水引地区コミュニティセンター 

２ 指定管理者に指定する団体 

水引地区コミュニティ協議会 

３ 指定する期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

薩摩川内市地区コミュニティセンター条例第３条の規定により、指定管理者と

して水引地区コミュニティセンターの管理を行わせている水引地区コミュニティ

協議会の指定期間が、令和８年３月３１日満了することとなるので、新たに指定

管理者を指定したいが、これについては、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが本案提出の理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147－１ 



参 照 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２ 略 

２～４ 略 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、 

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７～１１ 略 

 

 

 

 

 

参  考  

 

水引地区コミュニティ協議会の概要 

 

１  所  在  地   薩摩川内市水引町５２２２番地３ 

２ 設立年月日  平成１７年４月１７日 

３ 目   的   水引地区を広域的コミュニティ範域とし、その活動拠点であ

るコミュニティセンターを中心として、水引地区住民の総意に

基づき連帯協調して事業活動を展開し、地域活動等の活性化を

図ることを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147－２ 



議案第１４８号 

峰山地区コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

 

峰山地区コミュニティセンターの指定管理者を次のとおり指定する。 

 

令和 ７ 年１１月２５日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

１  指定管理者に管理を行わせる施設 

峰山地区コミュニティセンター 

２ 指定管理者に指定する団体 

峰山地区コミュニティ協議会 

３ 指定する期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

薩摩川内市地区コミュニティセンター条例第３条の規定により、指定管理者と

して峰山地区コミュニティセンターの管理を行わせている峰山地区コミュニティ

協議会の指定期間が、令和８年３月３１日満了することとなるので、新たに指定

管理者を指定したいが、これについては、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが本案提出の理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148－１ 



参 照 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２ 略 

２～４ 略 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、 

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７～１１ 略 

 

 

 

 

 

参  考  

 

峰山地区コミュニティ協議会の概要 

 

１  所  在  地   薩摩川内市高江町１７３５番地１ 

２ 設立年月日  平成１７年４月３日 

３ 目   的   高江町民の総意に基づき、連帯協調して地域づくりを展開 

し、地域の活性化を図ることを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148－２ 



議案第１４９号 

滄浪地区コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

 

滄浪地区コミュニティセンターの指定管理者を次のとおり指定する。 

 

令和 ７ 年１１月２５日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

１  指定管理者に管理を行わせる施設 

滄浪地区コミュニティセンター 

２ 指定管理者に指定する団体 

滄浪地区コミュニティ協議会 

３ 指定する期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

薩摩川内市地区コミュニティセンター条例第３条の規定により、指定管理者と

して滄浪地区コミュニティセンターの管理を行わせている滄浪地区コミュニティ

協議会の指定期間が、令和８年３月３１日満了することとなるので、新たに指定

管理者を指定したいが、これについては、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが本案提出の理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

149－１ 



参 照 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２ 略 

２～４ 略 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、 

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７～１１ 略 

 

 

 

 

 

参  考  

 

滄浪地区コミュニティ協議会の概要 

 

１  所  在  地   薩摩川内市久見崎町１９１番地１ 

２ 設立年月日  平成１７年４月１０日 

３ 目   的   会員相互の連絡協議によって、地域の教養文化の向上と産業 

経済の振興を図り、豊かで明るく住みよい町作り、人創りを実 

現し、もって民主社会の確立に寄与することを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

149－２ 



議案第１５０号 

寄田地区コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

 

寄田地区コミュニティセンターの指定管理者を次のとおり指定する。 

 

令和 ７ 年１１月２５日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

１  指定管理者に管理を行わせる施設 

寄田地区コミュニティセンター 

２ 指定管理者に指定する団体 

寄田地区コミュニティ協議会 

３ 指定する期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

薩摩川内市地区コミュニティセンター条例第３条の規定により、指定管理者と

して寄田地区コミュニティセンターの管理を行わせている寄田地区コミュニティ

協議会の指定期間が、令和８年３月３１日満了することとなるので、新たに指定

管理者を指定したいが、これについては、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが本案提出の理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150－１ 



参 照 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２ 略 

２～４ 略 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、 

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７～１１ 略 

 

 

 

 

 

参  考  

 

寄田地区コミュニティ協議会の概要 

 

１  所  在  地   薩摩川内市寄田町１３９番地 

２ 設立年月日  平成１７年４月１０日 

３ 目   的   寄田地区を広域的コミュニティ範域とし、その活動拠点であ

る寄田地区コミュニティセンターを中心として、寄田地区住民

の総意に基づき連帯協調して事業活動を展開し、地域活動等の

活性化を図ることを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150－２ 



議案第１５１号 

八幡地区コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

 

八幡地区コミュニティセンターの指定管理者を次のとおり指定する。 

 

令和 ７ 年１１月２５日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

１  指定管理者に管理を行わせる施設 

八幡地区コミュニティセンター 

２ 指定管理者に指定する団体 

八幡地区コミュニティ協議会 

３ 指定する期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

薩摩川内市地区コミュニティセンター条例第３条の規定により、指定管理者と

して八幡地区コミュニティセンターの管理を行わせている八幡地区コミュニティ

協議会の指定期間が、令和８年３月３１日満了することとなるので、新たに指定

管理者を指定したいが、これについては、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが本案提出の理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151－１ 



参 照 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２ 略 

２～４ 略 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、 

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７～１１ 略 

 

 

 

 

 

参  考  

 

八幡地区コミュニティ協議会の概要 

 

１  所  在  地   薩摩川内市田海町１５６０番地 

２ 設立年月日  平成１７年４月１６日 

３ 目   的   八幡地区を広域的コミュニティ範域とし、その活動拠点であ

るコミュニティセンターを中心として、八幡地区住民の総意に

基づき連帯協調して事業活動を展開し、地域活動等の活性化並

びに良好な地域社会の維持及び形成を図ることを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151－２ 



議案第１５２号 

高来地区コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

 

高来地区コミュニティセンターの指定管理者を次のとおり指定する。 

 

令和 ７ 年１１月２５日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

１  指定管理者に管理を行わせる施設 

高来地区コミュニティセンター 

２ 指定管理者に指定する団体 

高来地区コミュニティ協議会 

３ 指定する期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

薩摩川内市地区コミュニティセンター条例第３条の規定により、指定管理者と

して高来地区コミュニティセンターの管理を行わせている高来地区コミュニティ

協議会の指定期間が、令和８年３月３１日満了することとなるので、新たに指定

管理者を指定したいが、これについては、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが本案提出の理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152－１ 



参 照 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２ 略 

２～４ 略 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、 

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７～１１ 略 

 

 

 

 

 

参  考  

 

高来地区コミュニティ協議会の概要 

 

１  所  在  地   薩摩川内市高城町１４１０番地２ 

２ 設立年月日  平成１７年４月２５日 

３ 目   的   高来地区をコミュニティ区域とし、その活動拠点である高来

地区コミュニティセンターを中心に、地区住民の総意に基づき

連帯協調して事業活動を展開し、文化教養、青少年の育成、環

境保全並びに健康福祉活動等の活性化を図り、住みよいまちづ

くりを形成することを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152－２ 



議案第１５３号 

城上地区コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

 

城上地区コミュニティセンターの指定管理者を次のとおり指定する。 

 

令和 ７ 年１１月２５日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

１  指定管理者に管理を行わせる施設 

城上地区コミュニティセンター 

２ 指定管理者に指定する団体 

城上地区コミュニティ協議会 

３ 指定する期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

薩摩川内市地区コミュニティセンター条例第３条の規定により、指定管理者と

して城上地区コミュニティセンターの管理を行わせている城上地区コミュニティ

協議会の指定期間が、令和８年３月３１日満了することとなるので、新たに指定

管理者を指定したいが、これについては、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが本案提出の理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

153－１ 



参 照 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２ 略 

２～４ 略 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、 

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７～１１ 略 

 

 

 

 

 

参  考  

 

城上地区コミュニティ協議会の概要 

 

１  所  在  地   薩摩川内市城上町３６９７番地１ 

２ 設立年月日  平成１７年４月２４日 

３ 目   的   城上地区を広域的コミュニティ範域とし、その活動拠点であ

る城上コミュニティセンターを中心として、城上地区住民の総

意に基づき連帯協調して事業活動を展開し、地区活動等の活性

化を図ることを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

153－２ 



議案第１５４号 

陽成地区コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

 

陽成地区コミュニティセンターの指定管理者を次のとおり指定する。 

 

令和 ７ 年１１月２５日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

１  指定管理者に管理を行わせる施設 

陽成地区コミュニティセンター 

２ 指定管理者に指定する団体 

陽成地区コミュニティ協議会 

３ 指定する期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

薩摩川内市地区コミュニティセンター条例第３条の規定により、指定管理者と

して陽成地区コミュニティセンターの管理を行わせている陽成地区コミュニティ

協議会の指定期間が、令和８年３月３１日満了することとなるので、新たに指定

管理者を指定したいが、これについては、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが本案提出の理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154－１ 



参 照 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２ 略 

２～４ 略 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、 

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７～１１ 略 

 

 

 

 

 

参  考  

 

陽成地区コミュニティ協議会の概要 

 

１  所  在  地   薩摩川内市陽成町４６２０番地 

２ 設立年月日  平成１７年４月２０日 

３ 目   的   陽成地区を広域的コミュニティ範域とし、その活動拠点であ

るコミュニティセンターを中心として、陽成地区住民の総意に

基づき連帯協調して事業活動を展開し、地域活動等の活性化並

びに良好な地域社会の維持及び形成を図ることを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154－２ 



議案第１５５号 

吉川地区コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

 

吉川地区コミュニティセンターの指定管理者を次のとおり指定する。 

 

令和 ７ 年１１月２５日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

１  指定管理者に管理を行わせる施設 

吉川地区コミュニティセンター 

２ 指定管理者に指定する団体 

吉川地区コミュニティ協議会 

３ 指定する期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

薩摩川内市地区コミュニティセンター条例第３条の規定により、指定管理者と

して吉川地区コミュニティセンターの管理を行わせている吉川地区コミュニティ

協議会の指定期間が、令和８年３月３１日満了することとなるので、新たに指定

管理者を指定したいが、これについては、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが本案提出の理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155－１ 



参 照 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２ 略 

２～４ 略 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、 

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７～１１ 略 

 

 

 

 

 

参  考  

 

吉川地区コミュニティ協議会の概要 

 

１  所  在  地   薩摩川内市城上町８２９２番地１ 

２ 設立年月日  平成１７年４月２４日 

３ 目   的   吉川地区を広域的コミュニティ範域とし、その活動拠点であ

るコミュニティセンターを中心として、吉川地区住民の総意に

基づき連帯協調して事業活動を展開し、地域活動等の活性化を

図ることを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155－２ 



議案第１５６号 

湯田地区コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

 

湯田地区コミュニティセンターの指定管理者を次のとおり指定する。 

 

令和 ７ 年１１月２５日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

１  指定管理者に管理を行わせる施設 

湯田地区コミュニティセンター 

２ 指定管理者に指定する団体 

湯田地区コミュニティ協議会 

３ 指定する期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

薩摩川内市地区コミュニティセンター条例第３条の規定により、指定管理者と

して湯田地区コミュニティセンターの管理を行わせている湯田地区コミュニティ

協議会の指定期間が、令和８年３月３１日満了することとなるので、新たに指定

管理者を指定したいが、これについては、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが本案提出の理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156－１ 



参 照 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２ 略 

２～４ 略 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、 

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７～１１ 略 

 

 

 

 

 

参  考  

 

湯田地区コミュニティ協議会の概要 

 

１  所  在  地   薩摩川内市湯田町４３１３番地 

２ 設立年月日  平成１７年４月２４日 

３ 目   的   湯田地区を広域的コミュニティ範域とし、その活動拠点であ

るコミュニティセンターを中心として、湯田地区住民の総意に

基づき連帯協調して事業活動を展開し、地域活動等の活性化並

びに良好な地域社会の維持及び形成を図ることを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156－２ 



議案第１５７号 

西方地区コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

 

西方地区コミュニティセンターの指定管理者を次のとおり指定する。 

 

令和 ７ 年１１月２５日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

１  指定管理者に管理を行わせる施設 

西方地区コミュニティセンター 

２ 指定管理者に指定する団体 

西方地区コミュニティ協議会 

３ 指定する期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

薩摩川内市地区コミュニティセンター条例第３条の規定により、指定管理者と

して西方地区コミュニティセンターの管理を行わせている西方地区コミュニティ

協議会の指定期間が、令和８年３月３１日満了することとなるので、新たに指定

管理者を指定したいが、これについては、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが本案提出の理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

157－１ 



参 照 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２ 略 

２～４ 略 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、 

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７～１１ 略 

 

 

 

 

 

参  考  

 

西方地区コミュニティ協議会の概要 

 

１  所  在  地   薩摩川内市西方町３３１１番地 

２ 設立年月日  平成１７年４月２４日 

３ 目   的   西方地区を広域的コミュニティ範域とし、その活動拠点であ

るコミュニティセンターを中心として、西方地区住民の総意に

基づき連帯協調して事業活動を展開し、地域活動等の活性化並

びに良好な地域社会の維持及び形成を図ることを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

157－２ 



議案第１５８号 

藤本地区コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

 

藤本地区コミュニティセンターの指定管理者を次のとおり指定する。 

 

令和 ７ 年１１月２５日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

１  指定管理者に管理を行わせる施設 

藤本地区コミュニティセンター 

２ 指定管理者に指定する団体 

藤本地区コミュニティ協議会 

３ 指定する期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

薩摩川内市地区コミュニティセンター条例第３条の規定により、指定管理者と

して藤本地区コミュニティセンターの管理を行わせている藤本地区コミュニティ

協議会の指定期間が、令和８年３月３１日満了することとなるので、新たに指定

管理者を指定したいが、これについては、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが本案提出の理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158－１ 



参 照 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２ 略 

２～４ 略 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、 

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７～１１ 略 

 

 

 

 

 

参  考  

 

藤本地区コミュニティ協議会の概要 

 

１  所  在  地   薩摩川内市樋脇町市比野９９２６番地３ 

２ 設立年月日  平成１７年３月３０日 

３ 目   的   藤本地区を広域的コミュニティ範域とし、その活動拠点であ

るコミュニティセンターを中心として、藤本地区住民の総意に

基づき連帯協調して事業活動を展開し、地域活動等の活性化を

図ることを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158－２ 



議案第１５９号 

野下地区コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

 

野下地区コミュニティセンターの指定管理者を次のとおり指定する。 

 

令和 ７ 年１１月２５日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

１  指定管理者に管理を行わせる施設 

野下地区コミュニティセンター 

２ 指定管理者に指定する団体 

野下地区コミュニティ協議会 

３ 指定する期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

薩摩川内市地区コミュニティセンター条例第３条の規定により、指定管理者と

して野下地区コミュニティセンターの管理を行わせている野下地区コミュニティ

協議会の指定期間が、令和８年３月３１日満了することとなるので、新たに指定

管理者を指定したいが、これについては、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが本案提出の理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

159－１ 



参 照 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２ 略 

２～４ 略 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、 

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７～１１ 略 

 

 

 

 

 

参  考  

 

野下地区コミュニティ協議会の概要 

 

１  所  在  地   薩摩川内市樋脇町市比野７９７６番地２ 

２ 設立年月日  平成１７年４月７日 

３ 目   的   野下地区を広域的コミュニティ範域とし、その活動拠点であ

るコミュニティセンターを中心として、野下地区住民の総意に

基づき連帯協調して事業活動を展開し、地域活動等の活性化を

図ることを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

159－２ 



議案第１６０号 

倉野地区コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

 

倉野地区コミュニティセンターの指定管理者を次のとおり指定する。 

 

令和 ７ 年１１月２５日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

１  指定管理者に管理を行わせる施設 

倉野地区コミュニティセンター 

２ 指定管理者に指定する団体 

倉野地区コミュニティ協議会 

３ 指定する期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

薩摩川内市地区コミュニティセンター条例第３条の規定により、指定管理者と

して倉野地区コミュニティセンターの管理を行わせている倉野地区コミュニティ

協議会の指定期間が、令和８年３月３１日満了することとなるので、新たに指定

管理者を指定したいが、これについては、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが本案提出の理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160－１ 



参 照 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２ 略 

２～４ 略 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、 

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７～１１ 略 

 

 

 

 

 

参  考  

 

倉野地区コミュニティ協議会の概要 

 

１  所  在  地   薩摩川内市樋脇町倉野１５５６番地 

２ 設立年月日  平成１７年３月２７日 

３ 目   的   倉野地区を広域的コミュニティ範域とし、その活動拠点であ

るコミュニティセンターを中心として、倉野地区住民の総意に

基づき連帯協調して事業活動を展開し、地域活動等の活性化を

図ることを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160－２ 



議案第１６１号 

清色地区コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

 

清色地区コミュニティセンターの指定管理者を次のとおり指定する。 

 

令和 ７ 年１１月２５日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

１  指定管理者に管理を行わせる施設 

清色地区コミュニティセンター 

２ 指定管理者に指定する団体 

清色地区コミュニティ協議会 

３ 指定する期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

薩摩川内市地区コミュニティセンター条例第３条の規定により、指定管理者と

して清色地区コミュニティセンターの管理を行わせている清色地区コミュニティ

協議会の指定期間が、令和８年３月３１日満了することとなるので、新たに指定

管理者を指定したいが、これについては、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが本案提出の理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161－１ 



参 照 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２ 略 

２～４ 略 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、 

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７～１１ 略 

 

 

 

 

 

参  考  

 

清色地区コミュニティ協議会の概要 

 

１  所  在  地   薩摩川内市入来町浦之名７８８番地１ 

２ 設立年月日  平成１７年４月１日 

３ 目   的   清色地区を広域的コミュニティ範域とし、その活動拠点であ

る清色地区コミュニティセンターを中心として、清色地区住民

の総意に基づき連帯協調して事業活動を展開し、地域活動等の

活性化を図ることを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161－２ 



議案第１６２号 

朝陽地区コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

 

朝陽地区コミュニティセンターの指定管理者を次のとおり指定する。 

 

令和 ７ 年１１月２５日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

１  指定管理者に管理を行わせる施設 

朝陽地区コミュニティセンター 

２ 指定管理者に指定する団体 

朝陽地区コミュニティ協議会 

３ 指定する期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

薩摩川内市地区コミュニティセンター条例第３条の規定により、指定管理者と

して朝陽地区コミュニティセンターの管理を行わせている朝陽地区コミュニティ

協議会の指定期間が、令和８年３月３１日満了することとなるので、新たに指定

管理者を指定したいが、これについては、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが本案提出の理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162－１ 



参 照 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２ 略 

２～４ 略 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、 

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７～１１ 略 

 

 

 

 

 

参  考  

 

朝陽地区コミュニティ協議会の概要 

 

１  所  在  地   薩摩川内市入来町浦之名１２５０８番地 

２ 設立年月日  平成１７年４月１日 

３ 目   的   朝陽地区を広域的コミュニティ範域とし、その活動拠点であ

るコミュニティセンターを中心として、朝陽地区住民の総意に

基づき連帯協調して事業活動を展開し、地域活動等の活性化を

図ることを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162－２ 



議案第１６３号 

大馬越地区コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

 

大馬越地区コミュニティセンターの指定管理者を次のとおり指定する。 

 

令和 ７ 年１１月２５日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

１  指定管理者に管理を行わせる施設 

大馬越地区コミュニティセンター 

２ 指定管理者に指定する団体 

大馬越地区コミュニティ協議会 

３ 指定する期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

薩摩川内市地区コミュニティセンター条例第３条の規定により、指定管理者と

して大馬越地区コミュニティセンターの管理を行わせている大馬越地区コミュニ

ティ協議会の指定期間が、令和８年３月３１日満了することとなるので、新たに

指定管理者を指定したいが、これについては、地方自治法第２４４条の２第６項

の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが本案提出の理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

163－１ 



参 照 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２ 略 

２～４ 略 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、 

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７～１１ 略 

 

 

 

 

 

参  考  

 

大馬越地区コミュニティ協議会の概要 

 

１  所  在  地   薩摩川内市入来町浦之名３４９２番地４ 

２ 設立年月日  平成１７年４月１日 

３ 目   的   大馬越地区を広域的コミュニティ範域とし、その活動拠点で

あるコミュニティセンターを中心として、大馬越地区住民の総

意に基づき連帯協調して事業活動を展開し、地域活動等の活性

化を図ることを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

163－２ 



議案第１６４号 

八重地区コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

 

八重地区コミュニティセンターの指定管理者を次のとおり指定する。 

 

令和 ７ 年１１月２５日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

１  指定管理者に管理を行わせる施設 

八重地区コミュニティセンター 

２ 指定管理者に指定する団体 

八重地区コミュニティ協議会 

３ 指定する期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

薩摩川内市地区コミュニティセンター条例第３条の規定により、指定管理者と

して八重地区コミュニティセンターの管理を行わせている八重地区コミュニティ

協議会の指定期間が、令和８年３月３１日満了することとなるので、新たに指定

管理者を指定したいが、これについては、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが本案提出の理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164－１ 



参 照 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２ 略 

２～４ 略 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、 

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７～１１ 略 

 

 

 

 

 

参  考  

 

八重地区コミュニティ協議会の概要 

 

１  所  在  地   薩摩川内市入来町浦之名４４９４番地２ 

２ 設立年月日  平成１７年４月１日 

３ 目   的   活動拠点である八重地区コミュニティセンターを中心として、 

地区住民の総意に基づき連帯協調して事業活動を展開し、地域 

活動等の活性化を図ることを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164－２ 



議案第１６５号 

南瀬地区コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

 

南瀬地区コミュニティセンターの指定管理者を次のとおり指定する。 

 

令和 ７ 年１１月２５日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

１  指定管理者に管理を行わせる施設 

南瀬地区コミュニティセンター 

２ 指定管理者に指定する団体 

南瀬地区コミュニティ協議会 

３ 指定する期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

薩摩川内市地区コミュニティセンター条例第３条の規定により、指定管理者と

して南瀬地区コミュニティセンターの管理を行わせている南瀬地区コミュニティ

協議会の指定期間が、令和８年３月３１日満了することとなるので、新たに指定

管理者を指定したいが、これについては、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが本案提出の理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165－１ 



参 照 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２ 略 

２～４ 略 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、 

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７～１１ 略 

 

 

 

 

 

参  考  

 

南瀬地区コミュニティ協議会の概要 

 

１  所  在  地   薩摩川内市東郷町南瀬２１９２番地５ 

２ 設立年月日  平成１７年４月１日 

３ 目   的   南瀬地区を広域的コミュニティ範域とし、その活動拠点であ

るコミュニティセンターを中心として、南瀬地区住民の総意に

基づき連帯協調して事業活動を展開し、地域活動等の活性化を

図ることを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165－２ 



議案第１６６号 

山田地区コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

 

山田地区コミュニティセンターの指定管理者を次のとおり指定する。 

 

令和 ７ 年１１月２５日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

１  指定管理者に管理を行わせる施設 

山田地区コミュニティセンター 

２ 指定管理者に指定する団体 

山田地区コミュニティ協議会 

３ 指定する期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

薩摩川内市地区コミュニティセンター条例第３条の規定により、指定管理者と

して山田地区コミュニティセンターの管理を行わせている山田地区コミュニティ

協議会の指定期間が、令和８年３月３１日満了することとなるので、新たに指定

管理者を指定したいが、これについては、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが本案提出の理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

166－１ 



参 照 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２ 略 

２～４ 略 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、 

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７～１１ 略 

 

 

 

 

 

参  考  

 

山田地区コミュニティ協議会の概要 

 

１  所  在  地   薩摩川内市東郷町山田１４２２番地１ 

２ 設立年月日  平成１７年４月１日 

３ 目   的   山田地区を広域的コミュニティ範域とし、その活動拠点であ

るコミュニティセンターを中心として、山田地区住民の総意に

基づき連帯協調して事業活動を展開し、地域活動等の活性化を

図ることを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

166－２ 



議案第１６７号 

鳥丸地区コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

 

鳥丸地区コミュニティセンターの指定管理者を次のとおり指定する。 

 

令和 ７ 年１１月２５日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

１  指定管理者に管理を行わせる施設 

鳥丸地区コミュニティセンター 

２ 指定管理者に指定する団体 

鳥丸地区コミュニティ協議会 

３ 指定する期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

薩摩川内市地区コミュニティセンター条例第３条の規定により、指定管理者と

して鳥丸地区コミュニティセンターの管理を行わせている鳥丸地区コミュニティ

協議会の指定期間が、令和８年３月３１日満了することとなるので、新たに指定

管理者を指定したいが、これについては、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが本案提出の理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

167－１ 



参 照 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２ 略 

２～４ 略 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、 

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７～１１ 略 

 

 

 

 

 

参  考  

 

鳥丸地区コミュニティ協議会の概要 

 

１  所  在  地   薩摩川内市東郷町鳥丸２３１０番地３ 

２ 設立年月日  平成１７年４月１日 

３ 目   的   鳥丸地区を広域的コミュニティ範域とし、その活動拠点であ

るコミュニティセンターを中心として、鳥丸地区住民の総意に

基づき連帯協調して事業活動を展開し、地域活動等の活性化を

図ることを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

167－２ 



議案第１６８号 

藤川地区コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

 

藤川地区コミュニティセンターの指定管理者を次のとおり指定する。 

 

令和 ７ 年１１月２５日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

１  指定管理者に管理を行わせる施設 

藤川地区コミュニティセンター 

２ 指定管理者に指定する団体 

藤川地区コミュニティ協議会 

３ 指定する期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

薩摩川内市地区コミュニティセンター条例第３条の規定により、指定管理者と

して藤川地区コミュニティセンターの管理を行わせている藤川地区コミュニティ

協議会の指定期間が、令和８年３月３１日満了することとなるので、新たに指定

管理者を指定したいが、これについては、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが本案提出の理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

168－１ 



参 照 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２ 略 

２～４ 略 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、 

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７～１１ 略 

 

 

 

 

 

参  考  

 

藤川地区コミュニティ協議会の概要 

 

１  所  在  地   薩摩川内市東郷町藤川９２３番地１ 

２ 設立年月日  平成１７年４月１日 

３ 目   的   藤川地区を広域的コミュニティ範域とし、その活動拠点であ

るコミュニティセンターを中心として、藤川地区住民の総意に

基づき連帯協調して事業活動を展開し地域活動等の活性化を図

ることを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

168－２ 



議案第１６９号 

黒木地区コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

 

黒木地区コミュニティセンターの指定管理者を次のとおり指定する。 

 

令和 ７ 年１１月２５日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

１  指定管理者に管理を行わせる施設 

黒木地区コミュニティセンター 

２ 指定管理者に指定する団体 

黒木地区コミュニティ協議会 

３ 指定する期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

薩摩川内市地区コミュニティセンター条例第３条の規定により、指定管理者と

して黒木地区コミュニティセンターの管理を行わせている黒木地区コミュニティ

協議会の指定期間が、令和８年３月３１日満了することとなるので、新たに指定

管理者を指定したいが、これについては、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが本案提出の理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

169－１ 



参 照 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２ 略 

２～４ 略 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、 

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７～１１ 略 

 

 

 

 

 

参  考  

 

黒木地区コミュニティ協議会の概要 

 

１  所  在  地   薩摩川内市祁答院町黒木８７番地１ 

２ 設立年月日  平成１７年４月１０日 

３ 目   的   黒木地区を広域的コミュニティ範域とし、その活動拠点であ

るコミュニティセンターを中心として、黒木地区住民の総意に

基づき連帯協調して事業活動を展開し、地域活動等の活性化並

びに良好な地域社会の維持及び形成を図ることを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

169－２ 



議案第１７０号 

上手地区コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

 

上手地区コミュニティセンターの指定管理者を次のとおり指定する。 

 

令和 ７ 年１１月２５日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

１  指定管理者に管理を行わせる施設 

上手地区コミュニティセンター 

２ 指定管理者に指定する団体 

上手地区コミュニティ協議会 

３ 指定する期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

薩摩川内市地区コミュニティセンター条例第３条の規定により、指定管理者と

して上手地区コミュニティセンターの管理を行わせている上手地区コミュニティ

協議会の指定期間が、令和８年３月３１日満了することとなるので、新たに指定

管理者を指定したいが、これについては、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが本案提出の理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170－１ 



参 照 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２ 略 

２～４ 略 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、 

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７～１１ 略 

 

 

 

 

 

参  考  

 

上手地区コミュニティ協議会の概要 

 

１  所  在  地   薩摩川内市祁答院町上手２２１４番地１ 

２ 設立年月日  平成１７年４月１７日 

３ 目   的   上手地区を広域的コミュニティ範域とし、その活動拠点であ

るコミュニティセンターを中心として、上手地区住民の総意に

基づき連帯協調して事業活動を展開し、地域活動等の活性化並

びに良好な地域社会の維持及び形成を図ることを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170－２ 



議案第１７１号 

大村地区コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

 

大村地区コミュニティセンターの指定管理者を次のとおり指定する。 

 

令和 ７ 年１１月２５日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

１  指定管理者に管理を行わせる施設 

大村地区コミュニティセンター 

２ 指定管理者に指定する団体 

大村地区コミュニティ協議会 

３ 指定する期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

薩摩川内市地区コミュニティセンター条例第３条の規定により、指定管理者と

して大村地区コミュニティセンターの管理を行わせている大村地区コミュニティ

協議会の指定期間が、令和８年３月３１日満了することとなるので、新たに指定

管理者を指定したいが、これについては、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが本案提出の理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171－１ 



参 照 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２ 略 

２～４ 略 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、 

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７～１１ 略 

 

 

 

 

 

参  考  

 

大村地区コミュニティ協議会の概要 

 

１  所  在  地   薩摩川内市祁答院町下手２３９６番地１ 

２ 設立年月日  平成１７年４月１０日 

３ 目   的   大村地区を広域的コミュニティ範域とし、その活動拠点であ

るコミュニティセンターを中心として、大村地区住民の総意に

基づき連帯協調して事業活動を展開し、地域活動等の活性化を

図ることを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171－２ 



議案第１７２号 

轟地区コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

 

轟地区コミュニティセンターの指定管理者を次のとおり指定する。 

 

令和 ７ 年１１月２５日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

１  指定管理者に管理を行わせる施設 

轟地区コミュニティセンター 

２ 指定管理者に指定する団体 

轟地区コミュニティ協議会 

３ 指定する期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

薩摩川内市地区コミュニティセンター条例第３条の規定により、指定管理者と

して轟地区コミュニティセンターの管理を行わせている轟地区コミュニティ協議

会の指定期間が、令和８年３月３１日満了することとなるので、新たに指定管理

者を指定したいが、これについては、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に

より、議会の議決を経る必要がある。 

これが本案提出の理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

172－１ 



参 照 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２ 略 

２～４ 略 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、 

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７～１１ 略 

 

 

 

 

 

参  考  

 

轟地区コミュニティ協議会の概要 

 

１  所  在  地   薩摩川内市祁答院町下手７２６６番地１ 

２ 設立年月日  平成１７年４月３日 

３ 目   的   轟地区を広域的にコミュニティ範囲とし、その活動拠点であ

るコミュニティセンターを中心として、轟地区住民の総意に基

づき連帯協調して事業活動を展開し、地域活動等の活性化を図

ることを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

172－２ 



議案第１７３号 

藺牟田地区コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

 

藺牟田地区コミュニティセンターの指定管理者を次のとおり指定する。 

 

令和 ７ 年１１月２５日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

１  指定管理者に管理を行わせる施設 

藺牟田地区コミュニティセンター 

２ 指定管理者に指定する団体 

藺牟田地区コミュニティ協議会 

３ 指定する期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

薩摩川内市地区コミュニティセンター条例第３条の規定により、指定管理者と

して藺牟田地区コミュニティセンターの管理を行わせている藺牟田地区コミュニ

ティ協議会の指定期間が、令和８年３月３１日満了することとなるので、新たに

指定管理者を指定したいが、これについては、地方自治法第２４４条の２第６項

の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが本案提出の理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173－１ 



参 照 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２ 略 

２～４ 略 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、 

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７～１１ 略 

 

 

 

 

 

参  考  

 

藺牟田地区コミュニティ協議会の概要 

 

１  所  在  地   薩摩川内市祁答院町藺牟田２９６番地１ 

２ 設立年月日  平成１７年４月１７日 

３ 目   的   藺牟田地区を広域的コミュニティ範域とし、その活動拠点で

あるコミュニティセンターを中心として、藺牟田地区住民の総

意に基づき連帯協調して事業活動を展開し、地域活動等の活性

化を図ることを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173－２ 



議案第１７４号 

手打地区コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

 

手打地区コミュニティセンターの指定管理者を次のとおり指定する。 

 

令和 ７ 年１１月２５日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

１  指定管理者に管理を行わせる施設 

手打地区コミュニティセンター 

２ 指定管理者に指定する団体 

手打地区コミュニティ協議会 

３ 指定する期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

薩摩川内市地区コミュニティセンター条例第３条の規定により、指定管理者と

して手打地区コミュニティセンターの管理を行わせている手打地区コミュニティ

協議会の指定期間が、令和８年３月３１日満了することとなるので、新たに指定

管理者を指定したいが、これについては、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが本案提出の理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

174－１ 



参 照 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２ 略 

２～４ 略 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、 

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７～１１ 略 

 

 

 

 

 

参  考  

 

手打地区コミュニティ協議会の概要 

 

１  所  在  地   薩摩川内市下甑町手打１０３５番地１ 

２ 設立年月日  平成１７年４月２０日 

３ 目   的   手打地区を広域的コミュニティ範域とし、その活動拠点であ

る手打地区コミュニティセンターを中心として、手打地区住民

の総意に基づき連帯協調して事業活動を展開し、地域活動等の

活性化を図ることを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

174－２ 



議案第１７５号 

子岳地区コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

 

子岳地区コミュニティセンターの指定管理者を次のとおり指定する。 

 

令和 ７ 年１１月２５日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

１  指定管理者に管理を行わせる施設 

子岳地区コミュニティセンター 

２ 指定管理者に指定する団体 

子岳地区コミュニティ協議会 

３ 指定する期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

薩摩川内市地区コミュニティセンター条例第３条の規定により、指定管理者と

して子岳地区コミュニティセンターの管理を行わせている子岳地区コミュニティ

協議会の指定期間が、令和８年３月３１日満了することとなるので、新たに指定

管理者を指定したいが、これについては、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが本案提出の理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175－１ 



参 照 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２ 略 

２～４ 略 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、 

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７～１１ 略 

 

 

 

 

 

参  考  

 

子岳地区コミュニティ協議会の概要 

 

１  所  在  地   薩摩川内市下甑町片野浦３９０番地１ 

２ 設立年月日  平成１７年４月２４日 

３ 目   的   子岳地区コミュニティセンターを活動拠点として、子岳地区

住民の総意に基づき連帯協調して事業活動を展開し、地域活動

等の活性化を図ることを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175－２ 



議案第１７６号 

西山地区コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

 

西山地区コミュニティセンターの指定管理者を次のとおり指定する。 

 

令和 ７ 年１１月２５日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

１  指定管理者に管理を行わせる施設 

西山地区コミュニティセンター 

２ 指定管理者に指定する団体 

西山地区コミュニティ協議会 

３ 指定する期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

薩摩川内市地区コミュニティセンター条例第３条の規定により、指定管理者と

して西山地区コミュニティセンターの管理を行わせている西山地区コミュニティ

協議会の指定期間が、令和８年３月３１日満了することとなるので、新たに指定

管理者を指定したいが、これについては、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが本案提出の理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

176－１ 



参 照 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２ 略 

２～４ 略 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、 

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７～１１ 略 

 

 

 

 

 

参  考  

 

西山地区コミュニティ協議会の概要 

 

１  所  在  地   薩摩川内市下甑町瀬々野浦１１９４番地 

２ 設立年月日  平成１７年４月２３日 

３ 目   的   西山地区を広域的コミュニティ範域とし、その活動拠点であ

るコミュニティセンターを中心として、西山地区住民の総意に

基づき、連帯協調して事業活動を展開させ、地域活動等の活性

化を図る事を主とし、地域に貢献、共存共栄発展することを目

的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

176－２ 



議案第１７７号 

内川内地区コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

 

内川内地区コミュニティセンターの指定管理者を次のとおり指定する。 

 

令和 ７ 年１１月２５日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

１  指定管理者に管理を行わせる施設 

内川内地区コミュニティセンター 

２ 指定管理者に指定する団体 

内川内地区コミュニティ協議会 

３ 指定する期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

薩摩川内市地区コミュニティセンター条例第３条の規定により、指定管理者と

して内川内地区コミュニティセンターの管理を行わせている内川内地区コミュニ

ティ協議会の指定期間が、令和８年３月３１日満了することとなるので、新たに

指定管理者を指定したいが、これについては、地方自治法第２４４条の２第６項

の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが本案提出の理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

177－１ 



参 照 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２ 略 

２～４ 略 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、 

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７～１１ 略 

 

 

 

 

 

参  考  

 

内川内地区コミュニティ協議会の概要 

 

１  所  在  地   薩摩川内市下甑町瀬々野浦１７３９番地 

２ 設立年月日  平成１７年３月２７日 

３ 目   的   内川内地区を広域的コミュニティ範域とし、その活動拠点で

あるコミュニティセンターを中心として、内川内地区住民の総

意に基づき連帯協調して事業活動を展開し、地域活動等の活性

化を図ることを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

177－２ 



議案第１７８号 

長浜地区コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

 

長浜地区コミュニティセンターの指定管理者を次のとおり指定する。 

 

令和 ７ 年１１月２５日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

１  指定管理者に管理を行わせる施設 

長浜地区コミュニティセンター 

２ 指定管理者に指定する団体 

長浜地区コミュニティ協議会 

３ 指定する期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

薩摩川内市地区コミュニティセンター条例第３条の規定により、指定管理者と

して長浜地区コミュニティセンターの管理を行わせている長浜地区コミュニティ

協議会の指定期間が、令和８年３月３１日満了することとなるので、新たに指定

管理者を指定したいが、これについては、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが本案提出の理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

178－１ 



参 照 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２ 略 

２～４ 略 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、 

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７～１１ 略 

 

 

 

 

 

参  考  

 

長浜地区コミュニティ協議会の概要 

 

１  所  在  地   薩摩川内市下甑町長浜５５３番地 

２ 設立年月日  平成１７年４月２４日 

３ 目   的   長浜地区を広域的コミュニティ範域とし、その活動拠点であ

るコミュニティセンターを中心として、長浜地区住民の総意に

基づき連帯協調して事業活動を展開し、地域活動等の活性化を

図ることを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

178－２ 



議案第１７９号 

青瀬地区コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

 

青瀬地区コミュニティセンターの指定管理者を次のとおり指定する。 

 

令和 ７ 年１１月２５日提出 

 

薩摩川内市長  田  中  良  二  

 

 

１  指定管理者に管理を行わせる施設 

青瀬地区コミュニティセンター 

２ 指定管理者に指定する団体 

青瀬地区コミュニティ協議会 

３ 指定する期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

提  案  理  由  

薩摩川内市地区コミュニティセンター条例第３条の規定により、指定管理者と

して青瀬地区コミュニティセンターの管理を行わせている青瀬地区コミュニティ

協議会の指定期間が、令和８年３月３１日満了することとなるので、新たに指定

管理者を指定したいが、これについては、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが本案提出の理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

179－１ 



参 照 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２ 略 

２～４ 略 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、 

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７～１１ 略 

 

 

 

 

 

参  考  

 

青瀬地区コミュニティ協議会の概要 

 

１  所  在  地   薩摩川内市下甑町青瀬６４２番地 

２ 設立年月日  平成１７年４月１９日 

３ 目   的   区域内の住民相互の連絡、環境の整備等地域的な共同活動を

行うことにより、良好な地域社会の維持及び形成に資すること

を目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

179－２ 


